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次

担

当

課
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室

）

号 外平成３０年１０月５日

目

　
　
　
　次

担

当

課

（

室

）

発

行

　岡

山

県

岡

　山

　県

　公

　報

税

務

課

〃指

導

監

査

室

〃医

療

推

進

課

〃建

築

指

導

課

総

務

学

事

課

【

条

　

　

　

例

】

○　

岡

山

県

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

地

方

活

力

向

上

地

域

に

お

け

る

県

税

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

老

人

福

祉

法

に

基

づ

く

養

護

老

人

ホ

ー

ム

の

設

備

及

び

運

営

の

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

介

護

保

険

法

に

基

づ

く

介

護

医

療

院

の

人

員

、

施

設

及

び

設

備

並

び

に

運

営

の

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

知

事

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

処

理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

医

療

法

に

基

づ

く

病

院

及

び

診

療

所

の

人

員

及

び

施

設

等

の

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

建

築

物

等

の

制

限

に

関

す

る

条

例

及

び

岡

山

県

土

木

関

係

手

数

料

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

【

解

　

　

　

説

】

○　

公

布

し

た

条

例

の

解

説
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岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号

　
　
　

岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

岡
山
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
及
び
過
料
」
を
「
、
過
料
及
び
犯
則
事
件
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
第
四
号
中
「
第
八
十
条
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
第
七

十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
十
一
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の

施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
し
た
行
為
に
係
る
県
税
に
関
す
る
犯
則
事

件
の
処
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
行
為
に
係
る
県
税
に
関
す
る
犯
則
事
件
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
五
十
八
号

　
　
　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
」
に
、「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
五
条
第
四
項
第
五
号
イ
」
に
、

「
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
を
「
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」

に
改
め
、
「
県
税
の
」
の
下
に
「
課
税
免
除
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
不
均
一
課
税
」
を
「
課
税
免
除
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業

務
施
設
整
備
計
画
」
を
「
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
に
、
「
の
所
得
」
を
「
（
供
用
開
始
日
か

ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
終
了
す
る
各
年
又
は
各
事
業
年
度
に
限
る
。
）
の
所
得
」
に
、
「
の
税
率
を
、

県
税
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
税
条
例
に
定
め
る
率
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
又
は
事
業
年
度
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
」
を
「
を
免
除
す
る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
不
均
一
の
課
税
」
を
「
課
税
免
除
」
に
改
め
る
。
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第
三
条
の
見
出
し
中
「
不
動
産
取
得
税
の
」
の
下
に
「
課
税
免
除
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
の
税
率
を
、

県
税
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
税
条
例
に
定
め
る
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
」
を
「
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

　

一　

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
者　

課
税
を
免
除
す
る
こ
と
。

　

二　

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
者　

県
税
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
税
率
を
県
税
条
例
に
定
め
る
率
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
こ
と
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
不
動
産
取
得
税
の
」
の
下
に
「
課
税
免
除
又
は
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
六
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
適
用
す
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
特
別
償
却
設
備
に
係
る
事
業
に
対

す
る
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
特
別
償
却
設
備
に
係
る
事
業
に
対
す
る
事

業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

新
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
の
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷

地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
申
請
書
の
提
出
期
限
の
特
例
）

４　

新
条
例
第
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
、
適
用
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
遡
及
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
に
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増

設
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
同
条
第
三
項
の
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
提
出
期
限
と
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
と
す
る
。

５　

新
条
例
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
で
、
遡

及
適
用
期
間
に
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
を
取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者

の
同
条
第
二
項
の
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
期
限
と
施
行

日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
と
す
る
。

　

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太
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岡
山
県
条
例
第
五
十
九
号

　
　
　

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
条
例

第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
項
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
以
外
の
」
の
下
に
「
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
中
「
で
き
る
」
を
「
で
き
、
第
一
項
第
三
号
ロ
の
主
任
生
活
相
談
員

に
つ
い
て
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
一
以
上
と
す
る
」
に
改
め
、
同

条
第
十
項
た
だ
し
書
中
「
に
あ
っ
て
は
」
を
「
又
は
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
を
除
く
。
）
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
第
二
百
五
十
三
条
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
除
く
。
）
を
行
う
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
第
四

号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

養
護
老
人
ホ
ー
ム　

栄
養
士
又
は
調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職
員

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
六
十
号

　
　
　 
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三
十
年

岡
山
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
五
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
第
九
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の

八
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太
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岡
山
県
条
例
第
六
十
一
号

　
　
　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
中
「
及
び
医
療
法
施
行
令
」
を
「
、
医
療
法
施
行
令
」
に
、
「
）
に
」
を
「
）
及
び
医
療

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、

同
項
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
第
二
の
十
二
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
（
こ
の
条
例
に
よ
り
新
た
に

倉
敷
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五

十
号
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
前
に
同
令
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
同
日
以
後
に
お
い
て
は
倉
敷
市
の

長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
同
日
以
後
に
お
け
る
同
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

倉
敷
市
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
倉
敷
市
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

　

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
六
十
二
号

　
　
　

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
条
例
第

四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条　

削
除

　

第
六
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
の
二
」
を
「
第
十
五
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

ハ 　
省
令
第
九
条
の
十
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
医
師
が
速
や
か
に
診
療
を
行
う
体

制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
認
定
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（
既
存
病
床
数
及
び
申
請
病
床
数
の
補
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

病
院
の
開
設
の
許
可
若
し
く
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
若
し
く
は
診

療
所
の
病
床
の
設
置
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が

な
さ
れ
た
場
合
又
は
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
当

該
申
請
又
は
命
令
若
し
く
は
要
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
省
令
第
三
十
条
の
三
十
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る

既
存
の
病
床
の
数
及
び
当
該
申
請
に
係
る
病
床
数
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
又
は
診

療
所
の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
療
養
病
床
の
転
換
（
当
該
病
院
又
は

診
療
所
の
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設

又
は
介
護
医
療
院
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
転
換
に
係
る
入
所
定
員
数
に
つ

い
て
は
、
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
療
養
病
床
に
係
る
既
存
の
病
床
の
数
と
し
て
算
定
す
る
。

　

附
則
第
三
条
を
削
る
。

　

附
則
第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
介
護
保
険
法
」
の
下
に
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を

加
え
、
「
、
次
条
及
び
附
則
第
六
条
」
を
「
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
」
に
、
「
以
下
「
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第

五
条
に
お
い
て
「
」
に
、
「
こ
の
条
に
」
を
「
こ
の
条
及
び
次
条
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
た
だ
し
書
中
「
歯
科
口

腔く
う

外
科
」
を
「
歯
科
口
腔
外
科
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
療
養
病
床

に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条　

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
病
院
の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
再
び
特
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
病
院
で
あ
る
こ
と
を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
同
条
中
「
平
成
三

十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

　

附
則
第
五
条
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条　

前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
平
成
三
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
再
び
特
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
同
条
中
「
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

　

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
及
び
岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 
原 
木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
六
十
三
号

　
　
　

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
及
び
岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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（
建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
仮
設
建
築
物
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
仮
設
建
築
物
」
を
「
仮
設

興
行
場
等
及
び
同
条
第
六
項
の
一
年
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
仮
設
興
行
場
等
」
に
改
め
る
。

　

（
岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
三
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

九
の
四　

建
築
基
準
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る

制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
建
築
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査　

二
万
七
千
二
百
六
十
円

　

第
二
条
第
一
項
第
十
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
の
建
築
」

を
「
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
建
築
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
七
号
中
「
仮
設
建
築
物
」
を
「
仮
設
興
行

場
等
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

三
十
七
の
二　

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
一
年
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る

仮
設
興
行
場
等
の
建
築
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査　

十
四
万
六
千
六
百
八
十
円

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
解
　
説
）

◎　

岡
山
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
県
税
の
犯
則
事
件
に
関
す
る
事
務
を
迅
速
か
つ
適
切
に
処
理
す
る
た
め
、
当
該

事
務
に
係
る
知
事
の
権
限
を
県
民
局
長
に
委
任
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

地
域
再
生
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
地
域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
事
業
税
及

び
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

設
置
等
の
基
準
を
改
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

◎　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
事
務
処
理
を
可
能
と
す
る
た
め
、
医
療
法
施
行
規
則
に
基
づ
く
病
院
の
医
師
が
速
や
か
に

診
療
を
行
う
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
認
定
に
関
す
る
事
務
を
倉
敷
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の

改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
及
び
診
療
所
の
人
員
及
び
施
設
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
　

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
既
存
病
床
数
及
び
申
請
病
床
数
の
補
正
の
基
準
を
改
め
る
等
所
要
の
改

正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
条
例
及
び
岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
建
築

の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。


